
                                     別紙９ 

山陰海岸国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例 

平成 12 年 10 月 12 日付け環境省告示第 70 号 

平成 15 年 8 月 13 日付け環境省告示第 76 号 

平成 16 年 4 月 23 日付け環境省告示第 30 号 

特定地域 特定行為 

京都府Ａ地区 

京都府京丹後市網野

町浜詰及び木津並び

に同市久美浜町湊宮

及び鹿野の各一部 

京都府Ａ地区内において行われる自然公園法施行規則（以下

「規則」という。）第十一条第十六項に規定する行為については、

同項第五号中「こと」とあるのは、「こと。ただし、田畑等の地

下に存する土石を採取するものであつて、採取終了後の跡地が

農地として使用されることが確実であると認められるものにつ

いては、この限りでない」と読み替えて、同項の規定を適用す

る。 

京都府Ｂ地区 
京都府京丹後市網野

町柴古及び浜詰並び

に同市久美浜町箱石

の各一部 

京都府Ｂ地区又は兵庫県Ａ地区内において行われる規則第十

一条第四項に規定する行為については、同項中「次のとおり」

とあるのは「第一号から第三号まで及び第十一号に掲げるとお

り」と、同項第二号中「十メートル」とあるのは「十三メート

ル」と読み替えて、同項の規定を適用する。 

 

２ 京都府Ｂ地区又は兵庫県Ａ地区内において行われる規則第

十一条第六項に規定する行為については、同項中「並びに第四

項第七号及び第九号から第十一号まで」とあるのは「及び第四

項第十一号」と、「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同

項ただし書中「該当するもの」とあるのは「該当するもの又は

農林漁業に関連する地場産業を営むために必要な建築物の新

築、改築若しくは増築であつて第一項第二号から第五号までに

掲げる基準に適合するもの」と読み替えて、同項の規定を適用

する。 

 

３ 京都府Ｂ地区又は兵庫県Ａ地区内において行われる規則第

十一条第九項に規定する行為については、同項中「次の」とあ

るのは、「第一号、第二号、第八号及び第九号に掲げる」と読み

替えて、同項の規定を適用する。 

兵庫県Ａ地区 

兵庫県豊岡市城崎町

戸島、同市竹野町竹野

字西町並びに美方郡

香美町香住区大字鎧

及び大字余部小字御

崎の各一部 

京都府Ｃ地区 

京都府京丹後市久美

浜町湊宮の一部 

京都府Ｃ地区内において行われる規則第十一条第一項に規定

する行為については、同項中「次の」とあるのは、「次の各号（第

二号を除く。）に掲げる」と読み替えて、同項の規定を適用する。



兵庫県Ｂ地区 

兵庫県豊岡市城崎町

大字桃島の一部 

兵庫県Ｂ地区内において行われる規則第十一条第二項に規定

する行為については、同項中「十三メートル」とあるのは、「二

十メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。 

 

２ 兵庫県Ｂ地区内において行われる規則第十一条第四項に規

定する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第

一号から第三号まで及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第

二号中「十メートル」とあるのは「二十メートル」と読み替え

て、同項の規定を適用する。 

 

３ 兵庫県Ｂ地区内において行われる規則第十一条第六項の規

定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九

号から第十一号まで」とあるのは「及び第四項第十一号」と、

「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同項ただし書中「該

当するもの」とあるのは「該当するもの又は農林漁業に関連す

る地場産業を営むために必要な建築物の新築、改築若しくは増

築であつて第一項第二号から第五号までに掲げる基準に適合す

るもの」と、同項第一号中「十三メートル」とあるのは「二十

メートル」と読み替えて、同項の規定を適用する。 

 

４ 兵庫県Ｂ地区内において行われる規則第十一条第九項に規

定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「第一号、

第二号、第八号及び第九号に掲げる」と読み替えて、同項の規

定を適用する。 

鳥取県Ａ地区 

鳥取県岩美郡岩美町

大字浦富の一部 

鳥取県Ａ地区内において行われる規則第十一条第四項に規定

する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一

号、第三号及び第十一号に掲げるとおり」と、同項第三号中「分

譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新

築、改築又は増築にあつては、当該建築物」とあるのは、「当該

建築物」と読み替えて、同項の規定を適用する。 

 

２ 鳥取県Ａ地区内において行われる規則第十一条第六項に規

定する行為については、同項中「並びに第四項第七号及び第九

号から第十一号まで」とあるのは「及び第四項第十一号」と、

「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の

規定を適用する。 



 

３ 鳥取県Ａ地区内において行われる規則第十一条第九項に規

定する行為については、同項中「次の」とあるのは、「第一号、

第二号、第八号及び第九号に掲げる」と読み替えて、同項の規

定を適用する。 

鳥取県Ｂ地区 

鳥取県岩美郡岩美町

大字浦富及び大字牧

谷の各一部 

鳥取県Ｂ地区内において行われる規則第十一条第六項に規定

する行為については、同項中「及び第九号から第十一号までの

規定の例による」とあるのは、「、第九号及び第十一号の規定の

例による（この場合においては、第四項第九号中「公園事業に

係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路（以

下「公園事業道路等」という。）の路肩から二十メートル以上、

それ以外の道路の路肩から五メートル以上」とあるのは、「一般

国道百七十八号線の路肩から二十メートル以上」とする。）」と、

同項第二号中「前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面

積」とあるのは「第四項第六号の表の上欄に掲げる地域」と読

み替えて、同項の規定を適用する。 

鳥取県Ｃ地区 

鳥取県鳥取市福部町

細川及び湯山の各一

部 

鳥取県Ｃ地区内において行われる規則第十一条第六項に規定

する行為については、同項中「及び第九号から第十一号までの

規定の例による」とあるのは「、第九号及び第十一号の規定の

例による（この場合においては、第四項第九号中「二十メート

ル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上」とあるの

は、「十メートル以上」とする。）」と、同項第二号中「前項第二

号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積」とあるのは「第四項

第六号の表の上欄に掲げる地域」と読み替えて、同項の規定を

適用する。 

鳥取県Ｄ地区 

鳥取県鳥取市福部町

細川の一部 

 鳥取県Ｄ地区内において行われる規則第十一条第四項に規定

する行為については、同項中「次のとおり」とあるのは「第一

号、第三号、第四号、第七号、第八号及び第十一号に掲げると

おり」と、同項第三号中「分譲地等以外の場所における集合別

荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当

該建築物」とあるのは「当該建築物」と、同項第四号中「千平

方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と読み替えて、

同項の規定を適用する。 

 

２ 鳥取県Ｄ地区内において行われる規則第十一条第九項に規

定する行為については、同項中「次の」とあるのは「次の各号



（第五号及び第七号を除く。）に掲げる」と、同項第三号中「千

平方メートル」とあるのは「二百平方メートル」と、同項第四

号中「土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の

土地」とあるのは「土地」と読み替えて、同項の規定を適用す

る。 

鳥取県Ｅ地区 

鳥取県鳥取市福部町

細川の一部 

鳥取県Ｅ地区内において行われる規則第十一条第六項に規定

する行為については、同項中「及び第九号から第十一号まで」

とあるのは「、第九号及び第十一号」と、「規定の例による」と

あるのは「規定の例による（この場合においては、第四項第九

号中「公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用

に資する道路（以下「公園事業道路等」という。）の路肩から二

十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上」

とあるのは、「道路の路肩から二メートル以上」とする。）」と、

「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と読み替えて、同項の

規定を適用する。 

鳥取砂丘地区 

鳥取県鳥取市浜坂及

び同市福部町湯山の

各一部 

 鳥取砂丘地区において行われる規則第十一条第一項に規定す

る行為については、同項ただし書中「又は学術研究」とあるの

は「若しくは学術研究」と、「適合するもの」とあるのは「適合

するもの又は鳥取県若しくは鳥取市が主催し、共催し、若しく

は後援する一時的な行事に関して行われる建築物の新築、改築

若しくは増築であって、野生動植物の生息若しくは生育上その

他の景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないと認めら

れ、かつ、第一号、第五号及び第六号に掲げる基準に適合する

もの」と読み替えて、同項の規定を適用する。 

 

２ 鳥取砂丘地区において行われる規則第十一条第十二項に規

定する行為については、同項第一号ただし書中「もの」を「も

の又は鳥取県若しくは鳥取市が主催し、共催し、若しくは後援

する一時的な行事に関して行われる工作物の新築、改築若しく

は増築であつて、野生動植物の生息若しくは生育上その他の景

観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないと認められるも

の」と読み替えて、同項の規定を適用する。 

 

３ 鳥取砂丘地区において行われる規則第十一条第十九項に規

定する行為については、同項第五号中「又は保安の目的で行わ



れるもの」とあるのは、「、保安の目的で行われるもの又は鳥取

県若しくは鳥取市が主催し、共催し、若しくは後援する一時的

な行事として行われるもの（特別保護地区内の砂を利用したも

のに限る。）であつて、野生動植物の生息若しくは生育上その他

の景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないと認められ、

かつ、跡地の整理を適切に行うこととされているもの」と読み

替えて、同項の規定を適用する。 

 

４ 鳥取砂丘地区において行われる規則第十一条第二十八項に

規定する行為については、同項中「する」とあるのは「する。

ただし、法第十四条第三項第六号及び第九号に掲げる行為のう

ち、鳥取県又は鳥取市が主催し、共催し、又は後援する一時的

な行事に関して行われ、かつ、野生動植物の生息又は生育上そ

の他の景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないと認めら

れるものにあつては、この限りではない」と読み替えて、同項

の規定を適用する。 

 










































